
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業

所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
介
護
予
防
・
日

常
生
活
支
援
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
変

更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在

地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事

業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
八

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
九

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
九

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

告

示
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青
森
県
報

号
外
第
六
十
六
号

令
和
二
年六

月
八
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七
一

訪
問
介
護

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七

一

ア
ッ
プ

ル
フ
ァ
ー
ム

Ａ
号

令
和
元
･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六

区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ
エ

ル

弘
前
市
大
字
紺

屋
町
七
一

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ
エ

ル

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
七
一

ア
ッ
プ

ル
フ
ァ
ー
ム
Ａ
号

令
和
元
･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字
馬

屋
町
一
九
の
六

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
一
九
の
六

区

分

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

者

介
護
予

防
・
日
常

生
活
支
援

事
業
の
種

類

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七
一

訪
問
型

サ
ー
ビ
ス

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七

一

ア
ッ
プ

ル
フ
ァ
ー
ム

Ａ
号

令
和
元
･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六



令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
を
変

更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地

を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）3 青 森 県 報 号外第66号令和２年６月８日 月曜日

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人

八
千
代

会

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

せ
せ
ら
ぎ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
令
和
元
･一二･三一

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人

八
千
代

会

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

せ
せ
ら
ぎ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
令
和
元
･一二･三一

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七
一

訪
問
介
護

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七

一

ア
ッ
プ

ル
フ
ァ
ー
ム

Ａ
号

令
和
元
･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六



青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ
エ

ル

弘
前
市
大
字
紺

屋
町
七
一

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ
エ

ル

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
七
一

ア
ッ
プ

ル
フ
ァ
ー
ム
Ａ
号

令
和
元
･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字
馬

屋
町
一
九
の
六

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
一
九
の
六

区

分

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

者

介
護
予

防
・
日
常

生
活
支
援

事
業
の
種

類

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七
一

訪
問
型

サ
ー
ビ
ス

有
限
会
社

ハ
ー
ト
ウ

エ
ル

弘
前
市
大
字

紺
屋
町
七

一

ア
ッ
プ

ル
フ
ァ
ー
ム

Ａ
号

令
和
元
･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六

弘
前
市
大
字

馬
屋
町
一
九

の
六

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人

八
千
代

会

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

せ
せ
ら
ぎ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
令
和
元
･一二･三一

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地



公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｈ
Ｃ
Ｓ
ホ
ー
ム
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

二

代
表
者
の
氏
名

古
川
聡
史

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
田
園
三
丁
目
六
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
二
〇
〇
六
二
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工

事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
内
装
仕
上
工

事
業
、
水
道
施
設
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｈ
Ｃ
Ｓ
ホ
ー
ム
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

二

代
表
者
の
氏
名

古
川
聡
史

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
田
園
三
丁
目
六
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
二
〇
〇
六
二
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

小
田
桐
建
設

二

氏
名

小
田
桐
正
光

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
大
字
中
川
字
篠
村
一
七
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
二
〇
〇
五
五
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
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社
会
福
祉
法

人

八
千
代

会

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

せ
せ
ら
ぎ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
川
内
町
獅

子
畑
一
二
八
の
四
令
和
元
･一二･三一



り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
和
田
板
金
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

和
田
富
士
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
同
心
町
字
古
間
木
平
一
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
三
〇
〇
二
四
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
四
月
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

髙
田
プ
ラ
ン
ト
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

髙
田
秀
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
向
田
一
の
四
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
四
九
二
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
五
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
二
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
イ
ト

二

代
表
者
の
氏
名

橋
本
裕

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
淋
代
六
丁
目
一
一
六
の
二
六
八
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
五
〇
〇
六
四
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
五
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
十
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
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森
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

東
青
地
域
県
民
局
長

金

一

啓

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

内
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

東
青
地
域
県
民
局
長

金

一

啓

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

東
青
地
域
県
民
局
長

金

一

啓
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

森
内

芳
昭

青
森
市
大
字
後
潟
字
大
原
三
一

令
和
二･
四･
六

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

溝
江

幸
敏

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
塩
越
一
二

令
和二･
四･一一就
任

〃

佐
々
木
勝
男

〃

大
字
奥
内
字
川
合
四

〃

〃

澤
田

秀
一

〃

大
字
前
田
字
中
野
二
九
の
三

〃

〃

市
川

和
行

〃

大
字
西
田
沢
字
浜
田
七
八

〃

〃

佐
々
木
雅
友

〃

大
字
瀬
戸
子
字
磯
田
一
六

〃

〃

澤
田

光
功

〃

大
字
奥
内
字
川
合
七
の
一

〃

〃

川
田

博

〃

大
字
清
水
字
浜
元
九
三
の
二

〃

〃

岸
田

出

〃

大
字
内
真
部
字
岸
田
四
四
の
一

〃

〃

西
澤

清
光

〃

大
字
飛
鳥
字
岸
田
四
一

〃

監

事

吉
﨑

博

〃

大
字
奥
内
字
川
合
五
七

〃

〃

齋
藤

武
則

〃

大
字
飛
鳥
字
岸
田
四
七
の
二

〃

〃

名
古
屋

昭

〃

大
字
前
田
字
中
野
一
六

〃

〃

外
﨑

昭
一

〃

大
字
清
水
字
浜
元
五
一
の
二

〃

理

事

川
田
修
次
郎

〃

〃

〃

五
一
の
三

二･
四･一〇退
任

〃

溝
江

幸
敏

〃

大
字
飛
鳥
字
塩
越
一
二

〃

〃

佐
々
木
勝
男

〃

大
字
奥
内
字
川
合
四

〃

〃

市
川

和
行

〃

大
字
西
田
沢
字
浜
田
七
八

〃

〃

澤
田

光
功

〃

大
字
奥
内
字
川
合
七
の
一

〃

〃

西
澤

清
光

〃

大
字
飛
鳥
字
岸
田
四
一

〃

〃

岸
田

出

〃

大
字
内
真
部
字
岸
田
四
四
の
一

〃

〃

佐
々
木
雅
友

〃

大
字
瀬
戸
子
字
磯
田
一
六

〃

〃

澤
田

秀
一

〃

大
字
前
田
字
中
野
二
九
の
三

〃

監

事

川
田

幸
治

〃

大
字
清
水
字
浜
元
一
九
五
の
二
〇

〃

〃

吉
﨑

博

〃

大
字
奥
内
字
川
合
五
七

〃

〃

齋
藤

武
則

〃

大
字
飛
鳥
字
岸
田
四
七
の
二

〃

地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

八

ツ

役

農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）

令
和
元
･
六･
三



土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
戸

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
五
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

義

明

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
倉
石
土
地
改
良
区
の
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

義

明

北
向
堰
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月

上
旬
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な

水
量
を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に

こ
れ
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
態
勢
を
と
り
、
関

係
機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も

の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理

事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項

を
記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
向
堰
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月

上
旬
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な

水
量
を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に

こ
れ
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
態
勢
を
と
り
、
関

係
機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も

の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理

事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項

を
記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
田
堰
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月

上
旬
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な

水
量
を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に

こ
れ
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項
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頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
態
勢
を
と
り
、
関

係
機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も

の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理

事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項

を
記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

森
田
堰
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月

上
旬
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な

水
量
を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に

こ
れ
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
態
勢
を
と
り
、
関

係
機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も

の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理

事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項

を
記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
所

川
原
北
部
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
五
月
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

西
北
地
域
県
民
局
長

西

村

達

弘

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
榎

林
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
砂
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

榎
林

文
昭

上
北
郡
七
戸
町
字
竿
打
川
原
三
四
の
一

令
和二･
五･一三就
任

〃

附
田

茂

〃

〃

字
塚
長
根
二
〇
の
一

〃

〃

荒
木
田
幸
之
丞

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
前
一
〇

〃

〃

森
田

憲
定

〃

〃

字
二
ツ
森
家
ノ
下
八
六

〃

〃

福
田

直
孝

〃

〃

字
花
松
林
ノ
根
五
〇
の
一

〃

監

事

白
石

俊
夫

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
後
一
〇
八
の
二

〃

〃

附
田

正
芳

〃

〃

字
貝
塚
家
ノ
前
三
五

〃

理

事

中
岫

博
隆

〃

〃

字
花
松
林
ノ
根
二
八
の
三

二･
五･一二退
任

〃

榎
林

文
昭

〃

〃

字
竿
打
川
原
三
四
の
一

〃

〃

荒
木
田
幸
之
丞

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
前
一
〇

〃

〃

中
村

助
定

〃

〃

〃

六
六
の
一

〃

〃

森
田

憲
定

〃

〃

字
二
ツ
森
家
ノ
下
八
六

〃

監

事

附
田

茂

〃

〃

字
塚
長
根
二
〇
の
一

〃

〃

附
田

正
芳

〃

〃

字
貝
塚
家
ノ
前
三
五

〃



土
路
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
五
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

八
幡
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

二

工
事
完
了
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
五
日

（ ）10青 森 県 報 号外第66号令和２年６月８日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


